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墨田区介護保険条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （保険料率） 

第１０条 平成２７年度から平成２９年度ま

での各年度における保険料率は、次の各号

に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号

に規定する第１号被保険者をいう。以下同

じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

 ⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号。以下「令」という。）第３９

条第１項第１号に掲げる者 ３万２，４

００円 

 ⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

４万５００円 

 ⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

４万８，６００円 

 ⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 

５万６，７００円 

 ⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 

６万４，８００円 

 ⑹ 次のいずれかに該当する者 ７万２，

９００円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）第６条第２項に規定

する要保護者をいう。以下この条にお

いて同じ。）であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護（生活

保護法第２条に規定する保護をいう。

以下この条において同じ。）を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０

号イ、第１１号イ又は第１２号イに該

当する者を除く。） 

 ⑺ 次のいずれかに該当する者 ８万１，

０００円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

 〔同左〕 

第１０条 平成２４年度から平成２６年度ま

での各年度における保険料率は、次の各号

に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号

に規定する第１号被保険者をいう。以下同

じ。）の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

 ⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号。以下「令」という。）第３９

条第１項第１号に掲げる者 ３万２，８

５０円 

 ⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

３万２，８５０円 

 ⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

４万９，２７５円 

 ⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 

６万５，７００円 

   〔新設〕 

 

 ⑸ 次のいずれかに該当する者 ７万３，

９１２円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）第６条第２項に規定

する要保護者をいう。以下この条にお

いて同じ。）であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護（生活

保護法第２条に規定する保護をいう。

以下この条において同じ。）を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第７号イ、第８号イ、第９号

イ、第１０号イ又は第１１号イに該当

する者を除く。） 

 ⑹ 次のいずれかに該当する者 ８万２，

１２５円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ



る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１

１号イ又は第１２号イに該当する者を

除く。） 

 ⑻ 次のいずれかに該当する者 ９万７，

２００円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第１０号イ、第１１号イ又は

第１２号イに該当する者を除く。） 

 ⑼ 次のいずれかに該当する者 １０万６，

９２０円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第１１号イ又は第１２号イに

該当する者を除く。） 

 ⑽ 次のいずれかに該当する者 １１万９，

８８０円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ又は第１２号イに該当する者を

除く。） 

 ⑾ 次のいずれかに該当する者 １４万９，

０４０円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑿ 次のいずれかに該当する者 １６万５，

２４０円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⒀ 前各号のいずれにも該当しない者 １

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０

号イ又は第１１号イに該当する者を除

く。） 

 ⑺ 次のいずれかに該当する者 ９万８，

５５０円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第９号イ、第１０号イ又は第

１１号イに該当する者を除く。） 

 ⑻ 次のいずれかに該当する者 １０万８，

４０５円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ、第１０号イ又は第１１号イに

該当する者を除く。） 

 ⑼ 次のいずれかに該当する者 １２万１，

５４５円 

  ア 〔略〕 

  イ 要保護者であって、その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、

次号イ又は第１１号イに該当する者を

除く。） 

 ⑽ 次のいずれかに該当する者 １５万１，

１１０円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑾ 次のいずれかに該当する者 １６万７，

５３５円 

  ア・イ 〔略〕 

 ⑿ 前各号のいずれにも該当しない者 １



８万１，４４０円 

 （賦課期日後に第１号被保険者の資格の取

得又は喪失等があった場合の取扱い） 

第１４条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項

第１号イ（同号イに規定する老齢福祉年金

の受給権を有するに至った者及び同号イ⑴

に係る者を除く。）、ロ若しくはニ、第２

号ロ、第３号ロ、第４号ロ若しくは第５号

ロ又は第１０条第６号イ、第７号イ、第８

号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ

若しくは第１２号イに該当するに至った第

１号被保険者に係る保険料の額は、当該該

当するに至った日の属する月の前月まで月

割りにより算定した当該第１号被保険者に

係る保険料の額と当該該当するに至った日

の属する月から令第３９条第１項第１号か

ら第５号まで及び第１０条第６号から第１

２号までのいずれかに規定する者として月

割りにより算定した保険料の額との合算額

とする。 

４ 〔略〕 

 （保険料の減免） 

第２１条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 前項の規定にかかわらず、同項に規定す

る提出期限までに減免の申請をすることが

できないやむを得ない事情があると区長が

認めるときは、当該期限が経過した後にお

いても減免の申請をすることができる。 

４ 第１項の規定により保険料の減免を受け

た者は、その理由が消滅したときは、直ち

にその旨を区長に申告しなければならな

い。 

   付 則 

 （改正法附則第１４条に規定する介護予防 

 ・日常生活支援総合事業等に関する経過措

置） 

第１０条 法第１１５条の４５第１項に規定

する介護予防・日常生活支援総合事業につ

いては、介護予防及び生活支援の体制整備

の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図る

８万３，９６０円 

 〔同左〕 

 

第１４条 〔略〕 

２ 〔略〕 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項

第１号イ（同号イに規定する老齢福祉年金

の受給権を有するに至った者及び同号イ⑴

に係る者を除く。）、ロ若しくはハ、第２

号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第１０条第５

号イ、第６号イ、第７号イ、第８号イ、第

９号イ、第１０号イ又は第１１号イに該当

するに至った第１号被保険者に係る保険料

の額は、当該該当するに至った日の属する

月の前月まで月割りにより算定した当該第

１号被保険者に係る保険料の額と当該該当

するに至った日の属する月から令第３９条

第１項第１号から第４号まで及び第１０条

第５号から第１１号までのいずれかに規定

する者として月割りにより算定した保険料

の額との合算額とする。 

４ 〔略〕 

 

 〔同左〕 

第２１条 〔略〕 

２ 〔略〕 

  〔新設〕 

 

 

 

 

３ 〔同左〕 

 

 

 

   付 則 

 

 

 

〔新設〕 



ため、平成２７年４月１日から平成２８年

３月３１日までの間は行わず、同日の翌日

から行うものとする。 
  

   付 則 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２６年度までの保険料率については、なお従前の例による。 

 


